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うなぎ稚魚漁業の許可方針（案）の概略

２　うなぎ稚漁業の許可の申請と発給

高　知　県
県の許可告示数115　 許可を受けようとする者

(44地区に115者)

①許可の申請
　（申請条件を満たした者が申請）
　　・県内に住所を有する個人又は法人
　　・操業区域の漁業権者の同意
　　・操業区域に隣接する内水面漁協の同意

②許可の発給
　（区域ごとの許可すべき数に応じて許可）
　　・許可すべき数の上限を上回る申請が
　　　あった場合は「うなぎ稚魚漁業の許可
　　　の基準」で許可を受ける者を決定

①

②

・県から許可を受けようとする者＝漁協など

集出荷する者

・県は許可する者を決定

３　うなぎ稚漁業によるシラスウナギの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　採捕、集荷、販売

県内外の養鰻業者

シラスウナギ（販売）
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〇許可を受けた者は県内外の養鰻業者に販売
〇販売量と販売先は県に報告

高　
知　
県

報告
許可を受けようとする者

(44地区に115者)

〇漁業従事者数に上限あり（操業区域ごと）
〇漁業従事者数は令和４年度の特別採捕の実績を踏襲
〇許可を受けた者自らが採捕する場合も漁業従事者に含む

集出荷する者
採捕したシラスウナギを集荷
〇 許可を受けた者が自ら行う場合
〇 許可を受けた者が他者と代行契約を
    締結し、行う場合

　　⇒許可を受けた者が認めていない者
　　（場所）に持っていくことは不可

〇漁業従事者を構えて漁業を営む
（許可を受けた者が選任）

漁業従事者(2,477名)

漁業従事者(2,477名)
実際にシラスウナギを採捕する人〇集出荷する者を代行させることができる

　（許可を受けた者が認めた場合）

１　知事許可漁業への移行について
○令和５年12月１日にしらすうなぎが特定水産動植物に指定
〇特定水産動植物の採捕の禁止
　　　　＊　許可等に基づき行う場合を除き、特定水産動植物の採捕を禁止（第132条）
　　　　 　　⇒違反者に対する罰則は３年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金（第189条）
　　　　＊　採捕が可能な場合：許可漁業又は漁業権に基づいて漁業を営む場合
〇令和5年度に特別採捕許可から知事許可漁業に移行

〇採捕量と集荷量は県に報告

〇高知県に提出
＊　漁業従事者名簿
＊　暴力団排除に関する誓約書

〇高知県に提出
＊　集出荷体制に関する届出書
＊　集出荷者名簿
＊　暴力団排除に関する誓約書

シラスウナギ
（集荷） シラスウナギ

（採捕）

実際にシラスウナギを採捕する人

採捕した
シラスウナギを集荷
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